
※赤ダーラインは変更がある項目

2026年4月



※赤ダーラインは変更がある項目



8   現場閉所による４週８休以上を確保している。

・施工計画書に定めたとおりに休日が確保されている場合に評価する。
・施工計画書に定めたとおりに休日が確保できなくても、代休日の確保により４週８休
　が確保されている場合は評価する。

変更



7   現場閉所による４週８休以上を確保していることに加え、他の模範と
　　なるような取組を実施した。

・現場閉所による４週８休以上を達成しただけでは評価しない。
・他の模範となるような取組とは､工程管理に係るBIM･CIMなどのデジタルツールやシステム活用
　などによるイン　フラＤＸの取組、社員教育及びＰＲ活動等をいう。
　具体的な取組を確認し評価する。

変更



考査項目別運用表　　考査項目順 （上段：新規定　下段：運用） 連番 改定

1

監督員創意工夫５創意工夫

●評価対象項目 1727

加減点は1項目あたり1点で，7点が上限。

1 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫を行っ
て，工事目的物の品質の向上に効果があった。

1728

2 設計図書で指定されていないコンクリート二次製品等を利用して，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

1729

3 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等に関する工夫を行って，工事目的物の品質
の向上に効果があった。

1730

4 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫を行って，工事目的物の品
質の向上に効果があった。

1731

5 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫を行って，工
事目的物の品質の向上に効果があった。

1732

6 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する
工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。

1733

7 照明などの視界の確保に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 1734

8 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に
効果があった。

1735

9 運搬車両、施工機械等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 1736

10 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫を行って，工事目的
物の品質の向上に効果があった。

1737

セパレーターのかぶりを確保するために，いわゆる「ロングPコン」などを使用した場合は該当す
る（2019/3/18追加）。

11 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果
があった。

1738

12 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果が
あった。

1739

13 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

1740

14 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に
効果があった。

1741

15 ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れたことにより，工事目的物の品質の向上に
効果があった。

1742

情報化施工の試行要領（土木部,農政部）で規定する全ての施工プロセスにおいてＩＣＴを活用し
た工事を評価

16 自主的に，特殊な工法や材料を用いて，工事目的物の品質の向上に効果があった。 1744

景観に配慮すべき部分に自然石を使用した場合は該当する。

17 自主的に，優れた技術力又は能力として評価する技術を用いて，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

1745

18 NETISの「有用な新技術」に登録された技術を活用したことにより，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

1747

19 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 1753
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削除
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考査項目別運用表　　考査項目順 （上段：新規定　下段：運用） 連番 改定

1

総括監督員法令遵守等７法令遵守等

●評価対象項目 1790

評定点合計に対する減点は下記のとおり。

1 指名停止３ヶ月以上 1791

-20点

2 指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満 1792

-15点

3 指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満 1793

-13点

4 指名停止２週間以上１ヶ月未満 1794

-10点

5 文書注意 1795

-8点

6 口頭注意 1796

-5点

7 工事関係者事故又は公衆損害事故が発生したが、口頭注意以上の処分が行われなかった場合 1797

「工事事故に関する評定基準」（H29.1.1）が定める減点よる。

8 その他 1798

9 項目該当なし 1800

10 ※総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、８．その
他の項目で減ずる措置を行う。

1801

11 【上記で評価する場合の適応事例 】 1802

12 1．入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。 1803

13 2．承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。 1804

14 3．使用人に関する労働条件に問題があり送検された。 1805

15 4．産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に
違反する事実が判明した。

1806

16 5．当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。 1807

17 6．一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。 1808

18 7．入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。 1809

19 8．労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 1810

20 9．監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。 1811
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